
法律第26条（3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金、又はこれを併科）
法律第26条（3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金、又はこれを併科）

■委託基準違反
■再委託基準違反
■改善命令違反

法律第２７条の２
（１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）

法律第２７条の２
（１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）
■マニフェスト不交付
■マニフェスト未記載
■マニフェスト虚偽記載
■マニフェスト保存義務違反
■電子マニフェスト※虚偽登録
■電子マニフェスト報告義務違反
■電子マニフェスト虚偽報告

法律第25条（5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金、又はこれを併科）
法律第25条（5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金、又はこれを併科）

■不法投棄違反
■不法投棄違反未遂
■無許可営業
■無許可業者への委託
■措置命令違反
■受託禁止違反
■焼却禁止違反
■焼却禁止違反未遂

宮城県・仙台市・宮城県警察本部
※このチラシの裏面は折りたたむと「不法投棄等発見通報マニュアル」として
　ご活用いただけます。詳しくは裏面をご覧ください。

※年間５０トン以上の特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除
く）を排出する事業場を設置している事業者が，当該事業場か
ら生じる特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の処理を
委託する場合，使用が義務づけられています。

（令和5年7月印刷）

不法投棄は他人ごとではすまされません。
　　　　　　やっても、やらせても罪になります。

　◯事業者は、事業活動にともなって排出される産業廃棄物が適正に処理されるように、生じた廃棄物を自らの責任で処理しな
ければなりません。

　◯排出事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、許可を持った産業廃棄物処理業者（収集運搬業許
可業者・処分業許可業者）に定められた基準（委託基準）に従って委託しなければなりません。

　◯排出事業者は、委託した場合であっても、産業廃棄物の最終処分が終了するまで、一連の処理状況を確認し、処理が適切に
行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

■廃棄物を排出した事業者の責任について■廃棄物を排出した事業者の責任について

　◯処理を委託した産業廃棄物が不法投棄されないためには、法律で定められた委託基準を守る
だけでなく、「委託業者の選定時に広く情報収集を行う」、「適正な処理料金により委託契約を
行う」、「委託業者の処理状況や中間処理後の残さ物の最終処分についても現地確認を行う」、
等の方法があります。

■不法投棄を引き起こさせないために■不法投棄を引き起こさせないために

　◯個人が不法投棄を行うことも重大な犯罪です。廃家電リサイクルの有料化にともない、電化
製品などを不法投棄する例が増えています。個人であっても不法投棄は厳しく罰せられます。

■個人も事業者と同様に罰せられます■個人も事業者と同様に罰せられます

　◯不法投棄した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科される
など厳しい罰則が設けられています。（法人には3億円以下の罰金）

■主な罰則■主な罰則

　◯処理業者が不法投棄した場合、処理業者だけでなく、その処理を委託した排出事業者も行政処分（措置命令）の対象となる
ことがあります。「産業廃棄物処理業者に委託したから無関係」ではありません。

■処理を委託した排出事業者にも責任があります■処理を委託した排出事業者にも責任があります

不法投棄
禁止

Ⓒ宮城県旭プロダクション



①
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　
不
法
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
は
、
自
然
環
境
や
地
域
の

景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、将
来
に
わ
た
っ
て
、悪
臭
・

地
下
水
汚
染
な
ど
の
公
害
問
題
を
発
生
さ
せ
、
健
康
や

生
活
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
回
復

困
難
な
負
の
遺
産
と
し
て
残
り
ま
す
。

②
原
状
回
復
に
は
多
大
な
費
用
が
か
か
り

ま
す
。

③
不
法
投
棄
を
根
絶
し
な
い
限
り
、
真
の

意
味
で
の
“循
環
型
社
会
の
構
築
”
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
不
法
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
は
本
来
有
効
な
資
源
と
し

て
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
資
源

活
用
の
ル
ー
ト
に
乗
ら

な
い
と
資
源
枯
渇
の

ス
ピ
ー
ド
を
速
め
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

〒980-8570 仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
8-1

宮
城
県
環
境
生
活
部

廃
棄
物
対
策
課

電
話
 022
-211
-2467

FAX 022
-211
-2390

ホームページ　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/haitai/

1
　
不
法
投
棄
と
は

6
　
通
報
す
る
内
容

4
　
不
法
投
棄
が
行
わ
れ
や
す
い
時
間・
場
所

7　通報先一覧

2
　
不
法
投
棄
の
問
題
点

　
法
律
で
は
、「
何
人
も
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨

て
て
は
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
反
し
て
「
み
だ
り
に
」
廃
棄
物
を
捨
て
る

こ
と
を
不
法
投
棄
と
い
い
ま
す
。（「
み
だ
り
に
」

と
は
、「
正
当
な
理
由
な
く
」
や
「
故
な
く
」
と

同
じ
意
味
で
す
。）

　
特
に
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
は
、

自
ら
の
責
任
で
適
正
に
処
理
す
る
（
設
置
施
設

に
よ
り
許
可
が
必
要
）
か
、
法
律
に
基
づ
く
知

事
等
の
許
可
を
受
け
た
者
に
処
理
を
委
託
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
許
可
を
受
け
て
い
る
場

所
に
は
、
許
可
内
容
を
示
す
看
板
や
囲
い
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
場
所
に

廃
棄
物
を
放
置
し
た
り
、
自
分
の
土
地
で
あ
っ

て
も
穴
を
掘
っ
て
埋
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
不

法
投
棄
に
あ
た
り
ま
す
。

罰
　
則

不
法
投
棄
を
お
こ
な
っ
た
者
は
、
5
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

1,000
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
れ
が
併
科
さ
れ
ま
す
。

〔
不
法
投
棄
の
未
遂
行
為
も
同
様
に
処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
〕

　
法
律
で
は
、
廃
棄
物
の
焼
却
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。（
一
部
例
外
を
除
く
）

罰
　
則

不
法
焼
却
を
お
こ
な
っ
た
者
は
、
5
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

1,
00
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
れ
が
併
科
さ
れ
ま
す
。

〔
不
法
焼
却
の
未
遂
行
為
も
同
様
に
処
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
〕

宮城県環境生活部
廃棄物対策課
仙台市環境局廃棄物事業部
事業ごみ減量課

白石市、角田市、丸森町
蔵王町、七ヶ宿町、柴田郡 仙南保健所0224-

53-3118
0224-
53-3131

塩竃市、多賀城市、富谷市
宮城郡、黒川郡 塩釜保健所022-

363-5501
022-
367-6930

名取市、岩沼市、亘理町
山元町 塩釜保健所岩沼支所0223-

22-6295
0223-
24-3525

栗原市、大崎市、色麻町
加美町、涌谷町、美里町 大崎保健所0229-

91-0711
0229-
22-9449

石巻市、登米市、東松島市
女川町 石巻保健所0225-

95-1447
0225-
94-8982

気仙沼市、南三陸町 気仙沼保健所0226-
22-5127

0226-
24-4901

仙台市を除く県内全域 022-
211-2467

022-
211-2390

仙台市 022-
214-3809

022-
214-8356

保健所名電話管轄地域 FAX

（
1）
通
報
者
の
氏
名
、
連
絡
先

（
2）
発
見
日
時

　
・
年
月
日

　
・
時
間
帯

　
・
定
期
性
・
継
続
性
の
有
無

（
3）
発
生
場
所

　
・
所
在
地
番
（
地
番
が
不
明
な
場
合
は
進
入
路
等
）

　
・
利
用
状
況
、
付
近
の
特
徴
（
現
場
確
認
の
際
の

目
印
な
ど
）

（
4）
土
地
に
関
す
る
情
報

　
・
土
地
所
有
者
、使
用
者
の
住
所
、氏
名
、連
絡
先

（
5）
現
場
の
状
況

　
・
廃
棄
物
の
種
類

　
・
廃
棄
物
の
量
（
縦
 ×
 横
 ×
 高
さ
（
m
）、

　
　
あ
る
い
は
、
ダ
ン
プ
○
台
分
等
）

　
・
出
入
り
し
て
い
る
車
両
の
様
子
（
台
数
、

　
　
ナ
ン
バ
ー
、
形
状
、
記
載
事
項
等
）

　
・
行
為
者
の
特
徴
（
住
所
、
氏
名
、
職
業
等
、

　
　
あ
る
い
は
風
貌
、
特
徴
）

　
・
周
辺
環
境
へ
の
影
響
等（
に
お
い
、水
源
の
汚
染
）

　
不
法
投
棄
は
、
人
目
を
避
け
る
た
め
、
夜
間
や
早
朝
に

山
間
部
の
空
き
地
や
休
耕
田
な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
不
法
投
棄
さ
れ
や
す
い
場
所
と
し
て
は
、

①
民
家
が
す
ぐ
近
く
に
な
く
、
周
辺
か
ら
の
見
通
し

が
悪
い

②
主
要
道
か
ら
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
大
型
ダ
ン
プ

が
通
れ
る
道
幅
が
あ
る

③
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
近
い

　
な
ど
と
い
っ
た
条
件
の
土
地
が
ね
ら
わ
れ
や
す
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
、
不
法
焼
却
を
発
見
し
た
場
合
は
、
直
ち
に

「
7 
通
報
先
一
覧
」
に
あ
る
各
保
健
所
又
は

◯
廃
棄
物
対
策
課

　
電
話
  ０
２
２
－２
１
１
－２
４
６
７

　
FA
X 
 ０
２
２
－２
１
１
－２
３
９
０

◯
不
法
投
棄・
不
適
正
処
理
情
報
ホ
ット
ラ
イ
ン

　
E-
m
ai
l　
sa
np
ai
11
0@
pr
ef
.m
iy
ag
i.lg
.jp

に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　
電
話
で
も
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
も
、
電
子
メ
ー
ル
で
も

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

5
　
不
法
投
棄
等
を
見
つ
け
た
場
合
は

3
　
不
法
焼
却
の
禁
止

例
外

1）
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
っ
て
行
う
廃
棄
物
の
焼
却

　
　（
例
：
許
可
を
受
け
た
焼
却
炉
）

2）
他
の
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
行
う
廃
棄
物
の
焼
却

　
　（
例
：
伝
染
病
で
死
亡
し
た
家
畜
の
死
体
）

3）
公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の

焼
却
又
は
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で

あ
る
廃
棄
物
の
焼
却
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
の

と
お
り
）

政
令
で
定
め
ら
れ
る
も
の（
焼
却
禁
止
の
例
外
と
な
る
廃
棄
物
の
焼
却
）

政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
の
焼
却

具
体
的
な
事
例

2 
 震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
外
そ
の
他
の

災
害
の
予
防
、
応
急
対
策
又
は
復
旧
の
た
め

に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

3 
 風
俗
慣
習
上
又
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た

め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

4 
 農
業
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得

な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

5 
 た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行

わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

災
害
等
の
応
急
対
策
、
火
災
予
防
訓
練
、
凍
霜

害
防
止
の
た
め
の
稲
わ
ら
の
焼
却

正
月
の
「
し
め
縄
、
門
松
等
」
を
焚
く
行
事

焼
き
畑
、
畔
の
草
及
び
下
枝
の
焼
却
、
漁
網
に

か
か
っ
た
ゴ
ミ
の
焼
却
　
等

落
ち
葉
焚
き
、
た
き
火
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー

1 
 国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の
管
理

を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

河
川
敷
の
草
焼
き（
河
川
管
理
者
）、
道
路
側
の
草
焼

き（
道
路
管
理
者
）、
漂
着
物
の
焼
却（
海
岸
管
理
者
）


